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松方幸次郎の「共楽美術館」構想と「共楽」の思想

The plan of “Kyoraku Bijutsu Kwan” elaborated 

by MATSUKATA Kojiro and the concept of “sharing pleasure”
KAMIYASU Nagako

上　安　祥　子

はじめに

日本の近代公園思想の基底をなすのは、“ともにたのしむ”という概念

である。この概念は、白河に造成された南湖の湖畔につくられた共楽亭の

「共楽」と、水戸の偕楽園に代表される「偕楽」という、異なるふたつの

型としてあらわれたことを、別稿（１）で明らかにした。

19世紀に、大名庭園が人びとに開かれていったとき、「古の人、民と偕

に楽しむ（２）」あるいは「少と楽して楽しむと、衆と楽して楽しむと、孰

れか楽しき。曰く、衆と与にするに若かず（３）」という、『孟子』を出典と

する「偕楽」や「衆楽」をその名に冠した偕楽園や衆楽園がいくつも存在

した。この「古の人」とは周の文王であり、理想の君主として参照される

代表格である。近世を生きた知識人にとっては、「偕楽」は、君主と民と
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がともにたのしむ、という政治のあり方、君主の心得をあらわした言葉で

あり、通念であった。別稿では、これに「一張一弛」という言葉にもとづ

いて、勤労（＝一張）と休息（＝一弛）のバランスをとるために、藩主が「一

弛」の場を提供する、という意味を付加したのが、1842年に開設された水

戸の偕楽園であることを明らかにし、水戸流の「偕楽」を「一弛の楽」と

位置づけた。

だが一方、同じ“ともにたのしむ”でも、白河には「偕楽園」ではなく、

1801年に「共楽亭」がつくられた。別稿では、その「共楽」は、君主と民

とがともにするだけではなく、居合わせた人びと同士が円居してともにた

のしむ、という理念をあらわしていたことを指摘し、白河流の「共楽」を「円

居の楽」となづけた。さらにそれが、いわば公衆the?publicの誕生を意味

していたこと、こうした「円居の楽」を具現した場は、白河の「共楽亭」

のほかに、津にその存在が確認できること、を指摘した。ただし、津にあ

るその場は「偕楽園」の扁額を掲げた。「共楽」の考え方も「共楽」とい

う表現も、主流とはならなかったのである。

明治になって制度化された公園は、1873年、太政官布告（以下、この

布告を「公園布告」とする）によって「万人偕楽ノ地（４）」と定義された。

それは文字通り、水戸流の「偕楽」が具現化されていったことを意味する（５）。

公園が近代化の指標となる、パブリックなるもののひとつであるとすれば、

白河流の「共楽」にこそ、パブリックなるものを可能にする契機があった

のだが、現実としては、水戸流の「偕楽」の方が主流となった。

それでは歴史の表に出ずして伏流することになった「共楽」は、その後

どうなったのだろうか。じつは共楽亭をつくらせた松平定信から110年余、

20世紀になって、美術館の名前として浮上した。松方幸次郎（松方正義の

三男、川崎造船所初代社長）がつくろうとした「共楽美術館」である。美

術館は本来、公園同様パブリックなるものであり、その場に集う人びとは、

公衆であること・公衆になること、が期待される。そうであるならば、幸

次郎の「共楽」は、白河流の「共楽」を引き継いだのだろうか。この美術
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館に収蔵・展示されるはずだった、いわゆる松方コレクションは、金融恐

慌や火災、戦争などによって、散佚・焼失したものも少なくなく、結局共

楽美術館は構想のまま実現しなかった。

松方コレクションのうち、フランスに接収されていた作品たちが、寄贈

返還という名目で、敗戦国日本へ引き渡されるにあたり、条件とされたの

が美術館建設であった。仮称フランス美術館（６）、1959年に開館した、国

立西洋美術館である。「共楽」は、仮称の段階ですら使用されなかった。

本稿はこの「共楽美術館」の構想として登場した、「共楽」の思想を論

じたものである。

Ⅰ　「共楽」の系譜

なぜ「共楽」美術館だったのか。それを明確に示す史料は見つかってい

ない。「共楽」と明記された最初のものは、幸次郎にとっては同郷の友人

である、黒田清輝の日記のようだ。「松方氏ノ共楽美術館ノ設計ニ就テ（７）」

というのが、それである。「共楽」とは何かについては、別段言及がない。

日記という史料の性質を考慮するとしても、国民美術協会に名を連ね、美

術館建設運動もしていた黒田にしては、いささかあっさりしている。

しかし、これはおそらく、名称に関心がうすい、といった説明で片付け

られることではない。むしろ「共楽」という言葉が選択されたことに得心

したからこそ、何も書かなかったのではないかと、推察される。

まずは、主流となった「偕楽」が社会にどのように受け取られていった

かを確認してみよう。「公園布告」は府県宛に通達されたものであり、世

間一般に「偕楽」という言葉が示されたわけではなかったためか、そもそ

もの“君主と民とがともにたのしむ”、という語義をはなれ、単に“ともに

たのしむ”、というような意味の言葉として普及していったようである。

たとえば「公園布告」が出される前に「日本国中ノ人々ト新知ヲ開クノ

楽ヲ同シ（８）」と、「偕楽」を連想させる表現を発刊の辞につかった新聞が
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あるし、「公園布告」後には、「偕楽亭」という新聞縦覧所の存在を報じる

新聞記事もある（９）。名古屋では、西洋料理店「偕楽亭」が開業した（10）。

また、谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』に登場する中華料理店「偕楽園」は、

計画中から記事になった（11）ほか、齋藤緑雨や笹川臨風などの著述（12）に

もその名が見える。さらに『実用料理法（13）』といった料理に関する書や、『東

京新繁昌記（14）』や『最新東京案内（15）』でもとりあげられ、ひろく知られ

たものと思われる。

その他、関係者がかなり限定的にはなるが、「偕楽会」なるものがあった。

参加者のひとりである渋沢栄一の日記に、歓迎会や牡丹の鑑賞といった記

述が少しばかりあるだけで、詳細は判然としないが、大倉喜八郎（大倉財

閥創設者）や岩永省一（日本郵船専務）など、主に財界人たちの社交クラ

ブだったようだ（16）。

松方幸次郎の場合、父、正義が1871年に租税権頭、1874年には租税頭と

なり、地租改正事業にたずさわっている。地租改正の一環として公園とい

う土地のカテゴリーをつくり、その公園を「公園布告」において「万人偕

楽ノ地」と定義したのであるから、「偕楽」との縁が深いように思えなく

もない。「公園布告」からは20年近く後になるが、第一次松方内閣では、

父である首相の秘書官を務めた幸次郎ならば、あるいは「偕楽」について、

何か聞かされたことがあったかもしれない。

以上のように、「偕楽」は本来の『孟子』の語義をはなれて、単にとも

にたのしむ、というような意味で使用された。同様に、「共楽」も「偕楽」

との差異や、定信の「共楽」の意義には特に関心をはらうことなく、ひろ

く使われたようである。

たとえば京都には、下京区河原町通四条上ル東入に「共楽館」という「宴

会和洋料理旅宿（17）」があった。京都織物株式会社の株主総会の会場とし

て利用されたり（18）、自由党の関西大会（19）や国民党京都支部の総会（20）が

開かれたり、河野広中・加藤平四郎・立川雲平などによる政談演説会が開

かれたりした（21）。また、京都市の三井銀行借款締結反対市民大会（22）といっ
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た、社会運動の場ともなった。その他、寄附金を募る慈善諸芸会（23）や回

転木馬（24）と、じつにさまざまな人びとが集散した。同じ京都の余部町には、

「共楽公園」が1919年に開設された（25）。

この他、1911年創刊の、大隈重信が主宰した雑誌『新日本』に、「共楽

生活」なる用例がある。「国民的大祝祭を興す議」と題した小さな特集が

組まれ、アンケート方式で15人の知識人に回答を求めた。以下に、特集の

趣旨とアンケートの本文、回答の一部をあげる。

�（前略）例へば正月にせよ、節句にせよ、祭礼とか物詣とか、四季折々

の年中行事に依つて、封建時代の日本人が羨ましいほど豊富な国民的

なが
※

大共楽生活を享有してゐたに反し、今日の日本人が（中略）明治

乃至大正の新日本人の創造した共楽生活としての誇るほどのものを有

たないのは、古人に対しても、後世に対しても恥かしい次第であると

存じます。（中略）国民の趣味生活に
4 4 4 4 4 4 4 4

就いて
4 4 4

、従来の無意味な旧風遺

俗の套襲を棄て、真に新時代の
4 4 4 4

国民
4 4

として
4 4 4

、新らしく
4 4 4 4

自由に活発に
4 4 4 4 4 4

遊
4

楽する
4 4 4

工夫を
4 4 4

諸名家のお考に仰いで見たいと存じます。（後略）　　

　　�※「国民的なが大共楽生活」は「国民的な一大共楽生活」の間違

いであろう。

　　なお、傍点は原文のとおり（以下同じ）。

［アンケート本文］

�一　�今
△ △

日行
△ △ △ △

はるる五
△ △ △

節句、大
△ △ △ △

祭祝日そ
△ △ △ △

の他の年
△ △ △ △

中行事以
△ △

外、新
△ △ △ △

時代の

国
△ △ △

民の共
△ △ △ △

楽生活に
△

適
△ △ △ △

応せる新
△ △ △ △ △ △

年中行事の工
△ △ △ △ △

夫なきか？

�二　�今
△ △

日行
△ △ △ △

はるる年
△ △ △ △ △

中行事中、改
△ △ △

新し又
△ △

は廃
△ △

止す
△ △ △

べきも
△ △

のな
△ △ △

きか？　

ま
△ △

た廃
△ △ △

滅に帰
△

せ
△

る
△

年
△ △ △ △ △

中行事中復
△ △

興す
△ △ △

べきも
△ △

のな
△ △ △

きか？

�三　�今
△ △

日行
△ △ △ △

はるる娯
△ △ △ △

楽遊戯以
△ △ △

外に、新
△ △ △ △

時代の国
△ △ △

民の共
△ △ △ △

楽生活に
△

適
△ △

応

す
△ △

る娯
△ △ △ △

楽遊戯の
△

新
△

工
△ △

夫な
△ △ △

きか？

�四　�今
△ △

日行
△ △ △ △

はるる娯
△ △ △ △ △

楽遊戯中、改
△ △ △

新し又
△ △

は廃
△ △

止す
△ △ △

べきも
△ △

のな
△ △ △

きか？　

ま
△ △

た廃
△ △ △

滅に帰
△

せ
△

る
△

娯
△ △ △ △ △

楽遊戯中、復
△ △

興す
△ △ △

べきも
△ △

のな
△ △ △

きか？（26）
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［回答］

＊�共楽的な娯楽遊戯と云へば、以前の盆
△ △

踊のようなもので、人の集りな

どに洋楽を使つて適当なダンスの工夫ができたら好いだらうと思はれ

ます（27）。　

＊�春秋二季の皇霊祭が（中略）共楽的に普及してゐるのは、仏教上の到

彼岸日に相当する為（28）（後略）　

＊�今日の
4 4 4

日本人は
4 4 4 4

一言
4 4

にして云へば
4 4 4 4 4 4

如何にも
4 4 4 4

フランクなる
4 4 4 4 4 4

気分に
4 4 4

欠如
4 4

せ
4

られ
4 4

居候
4 4

。之を欧米の諸国の復活祭其他各種の宗教的祭日は固より戦

勝其他各種の紀念日に於て上下を通じ長幼男女が奥底なく共楽せる実

況に見れば新しき年中行事娯楽遊戯の工夫よりも先づ是に対する共楽

の気分を作る事が先決問題かと存ぜられ申候（29）。

「共楽生活」は、回答にあるように、「共楽的な」生活、あるいは「共楽

する」生活、であろう。言うまでもないが、たとえば「共楽的な」は、「共

楽という性質を有する」といった意味であるから、当然、「共楽」という

言葉が先にあり、ある程度定着しているからこそ出てくる用法のはずであ

る。この特集が掲載された号の刊行が1914年の年頭であることからすれば、

1910年代はじめ、「共楽」という言葉は根付いていた、と思われる。

そうであれば、1919年12月9日の日記に「共楽美術館」と記した黒田が、

名称についてはそれ以上の記述をしなかったこともうなずける。先にもふ

れたように、美術館建設運動に参加していた黒田が回答者に選ばれていた

ならば、美術館の建設を挙げたであろう。

既往の研究では、「“キョウラク”と聞けば“享楽”も想像される日本語の

慣習から考えても“共楽”の語が最初からあったとは思えない（30）」という

見方が示されたこともあった。しかし慣習かどうかは別として、たとえキョ

ウラクと聞いて享楽を連想する場合が一方であるにせよ、美術館の名称と

して“ともにする”という意味の名を冠し、それが「共楽」という言葉を

選ぶことは、「最初からあったとは思えない」のではなく、十分あり得た
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のである。

ちなみに、回答者には、太平洋画会メンバーの鹿子木孟郎も含まれてい

るが、誰からも美術館の提案はなかった。問われるべきは、共楽の中身、

つまり誰と誰がなにをどのように共に楽しむのかであるが、このアンケー

トでは、「新時代の国民」として共に楽しむものが「娯楽遊戯」や「年中

行事」と設定されているので、美術鑑賞を娯楽とみなすかどうかといった

点で、回答から美術館がはずれた可能性はある。

なお、回答としては、「社会生活の基礎たる公民としての諸性を養ふ（31）」

という提案や、「神武天皇祭を（中略）国民的に大に祝ふこと（32）」「多く

の領土の合併拡張せられし明治の昭代には　明治天皇即位の日其他卅七八

年戦役に於ける陸海軍の紀念日韓国合併の日の如きは国民全般の共に大に

祝すべき日（33）」といった提案が、「国民」という部分に深くかかわるもの

だろう。また、「娯楽遊戯」ということについては、「オリンピアン競技式

に依つた大競技（34）」「大公園を作るべし（35）」といった回答が寄せられている。

国民全体、というわけではないが、上掲のアンケートにある「共楽的な

娯楽遊戯」に通ずるものとして、日立鉱山が1916年に着工、翌17年に竣工

した、従業員のための福利厚生施設、「共楽館」がある。

　�大正六年四月には、帝都歌舞伎座の構造を摸し、建家の豪壮雄大なる

上野以北にその比尠しとせられた劇場共楽館の竣功を見、「共に楽しむ」

誠に良き名なる哉とその命名を全従業員と共に讃え（後略）（36）

共楽館は、創業者久原房之助の理想である「完全雇傭と労使の共栄」の

「共栄」をかたちにしたもののひとつであり、当時の所長の角弥太郎は、「久

原の理想の実現を身を以て実践することこそ、天の与えた自己の使命と信

じて疑わないものがあつた（37）」と、『日立鉱山史』は語る。

　�鉱夫ノ通弊トシテ一般ニ酒ヲ嗜好スル傾向アル（中略）。然レトモ当
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鉱山ニ於テハ二ヶ所（採鉱所及製錬所）ニ劇場ヲ設ケ、毎月三日乃至

五日間演劇歌舞音曲等ヲ興業セシメ、以テ他ノ遊興ニ代ヘシムルト共

ニ精神的慰安ヲ与フルコトニ努力シツヽアルノ結果、近時漸ク其目的

ヲ達セントシツヽアリ（38）。　　

共楽館が竣工した翌年の報告書の一節である。製錬所の劇場が共楽館の

ことである。演劇や活動写真、相撲といったいわゆる娯楽だけではなく、

僧侶や軍人などの講演、「精神修養講演会」など、啓発・教化といった趣

旨のものも少なくない。活動写真にしても、天然痘や肺結核予防が主題の

ものもあった。

　�当局者には鉱夫の生活の合理化、文化水準の向上を計りたいという切

ない望みがあつた。且つその方法としては、労務者各人の自覚による

向上を待つ程のゆとりがなく、大人が小児を導く如く、賢者が愚者に

教えるが
ママ

ように、半ば強制を伴つた微細に亘る教導を必要としたので

ある（39）。

「大人が小児を導く」、あるいは「徳風、慈母にも優ると全山心服した角

弥太郎（40）」という角所長のイメージは、『孟子』に出てくる「民の父母と

なりて政を行い」の一節を髣髴とさせる。これはあくまで『日立鉱山史』

の著者の表現ではあるが、これぞ、久原の理想として言及されることの多い、

「一山一家」だろう。強い力をもつ父と、それにしたがう子との関係とし

てとらえれば、一弛の場を君主が提供する水戸流の「偕楽」的だが、一家

としてのまとまりを重視して、家族間の協力や、家族というまとまりへの

コミットの仕方に重点をおけば、円居する白河流の「共楽」に近くなる。

共楽館で催しがあった際、「会社の方からも所長さんとか、役員さん達

の偉い人が出入りして（41）」と回想した証言があるが、経営側が特別な席

に座ったのならば、水戸流「偕楽」に類し、一般の座席に座って人びとと
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交流したなら、白河流「共楽」に近くなるといえようが、詳細はわからない。

福利厚生を推進する背景には、第一次世界大戦後の不況と物価上昇、米

騒動の勃発や労働争議の増加、友愛会など社会運動への対応をせまられた

経営側の事情がある。大正期の社会問題研究を代表するひとり、大林宗嗣

の著書に、次のような一節がある。

　�作業、睡眠、娯楽が常に均衡を保つて適当に行はれ行く生活が最も理

想的な願はしい生活である。近頃は欧米の社会では一日二十四時間を

此の三つに割り宛てゝ各八時間宛の生活標準を立てゝゐる（中略）。

作業の八時間問題は近時の社会問題として可なり囂しく論ぜられたの

であるが、睡眠の八時間標準、娯楽の八時間原則などに関しては殆ん

ど社会問題として未だ識者の注意を喚起して居ない様である（42）。���

ここに言う、議論を巻き起こした8時間労働は、川崎造船所社長の幸次

郎が、1919年に導入した（43）ことで有名である。同じ1919年に倉敷紡績社

長の大原孫三郎が設立したのが、大林が所属した大原社会問題研究所であ

る。

　�娯楽及び娯楽施設の目的より見てそれが社会全般公共の為めの娯楽で

あり、且つ公共が楽しむ娯楽であり、少なくとも娯楽の為めにも利用

される事が出来、又実際に於て利用されつゝある諸種の施設や娯楽を

総称して公共的娯楽と名くる事が出来る之等の中には公
パ ー ク

園、 遊
プレーグラウンド

園、

大
ナシヨナル・パーク

遊園地、動物園、植物園、博物館、美術館、展覧会、博覧会、競進会、

競技会、水族館、海水浴、学校の諸遊戯、旅行、遠足、音楽会、図書

館、野天劇場、ジムナジユーム（gymnasium−引用者）、オデトリア

ム（auditorium−引用者）、などは何れも其の一部又は全部が娯楽の

目的の為めに使用せられつゝあるので之れを公共的性質を帯びてゐる

から公共的娯楽と名づけて
ママ

た（44）。��
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大林のこの著書は、大阪市内の娯楽を対象にした1920年度の調査をもと

に書かれ、1922年に公刊されている。共楽美術館の構想（黒田の記述は

1919年）や共楽館の竣工（1917年）よりやや後になる。直接的に共楽美術

館や共楽館を分析対象としたものではないが、幸次郎が、コレクションを

ひろく一般に公開しようと美術館の建設を構想していたこと、共楽館が一

企業の福利厚生施設ではあるが、地域にも開かれていったこと（45）からす

れば、まさに公共的娯楽の場であり、「共楽」が「公共的」なものを醸成

する契機であった。

先に、近世を生きた知識人にとっては、「偕楽」は通念としてあったと

書いたが、久原も角も1869年（明治2）生まれである。近世を生きたとは

言えないが、知識として「偕楽」の出典と元来の語義を知っていただろう。

だとすれば、労使という関係で、そもそもは“君主と民とがともにする”

という語義をもつ「偕楽」に通ずる「偕に」を、あえて選ぶ必然性がある

とは考えづらい。中華料理店の偕楽園など、君主と民とがともにする、と

いう語義をあまり意識しない用例が知られていたという状況を考えれば、“と

もに”という言葉の用字は「偕に」よりは「共に」のほうが自然であった

かもしれない。ちなみに、幸次郎は1865年（慶応元）、黒田清輝は1866年

生まれである。

なお、日立の共楽館については、久原が日立鉱山を起業する前に再建し

た小坂鉱山に、康楽館という芝居小屋が福利厚生施設として建てられた。

久原が退社した後の1910年だが、「共楽館」という名称の選択には、水戸

流「偕楽」や白河流「共楽」よりは、この康楽館から受けた影響のほうが

直接的だったかもしれない。

ところで「偕楽」という言葉が政治的通念であった時代に、あえて「共

楽」という言葉でみずからの政治理念を表現したのが、白河藩主松平定信

であった。その定信に厚く敬意をはらい、顕彰に努めたのが、じつは先述

した渋沢栄一である。
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次に引くのは、渋沢が初代院長を務めた養育院の歴史をまとめた書の一

節と、渋沢が企画・執筆した（46）『楽翁公伝』（楽翁、松平定信の伝記）の

自序である。

　�渋沢院長は平素深く楽翁公の善政と高徳を偲ばれ、五月十三日は公の

祥月命日に該当する為め、明治二十年代より毎月十三日を卜して養育

院登院日と定め、当日は万障を排して登院するに勉められ、又毎年五

月十三日には公の祭典を営み来つた。明治四十三年（一九一〇）五月

以来、楽翁祭講演を開催することゝなり、（中略）広く院外の有志を

も招待して公の徳を偲び、随時その述作又は遺墨を印刷して、来会者

に配布したることも数次に亘つた。これ一に渋沢院長の特志に成つた

ものである（47）。�

　�私が漸く楽翁公に葵傾するに至つたのは（中略）江戸幕府時代からの

積立金として東京府に保管せられて居る共有金、一名七分金の取締の

一人に挙げられた時からである。（中略）共有金は養育院の費用とな

つたばかりでなく、その前後に於て、東京の道路・橋梁・墓地・瓦斯

等の施設を始め、種々の公共的事業に用ひられて大に効果を挙げたが、

私は抑もこの共有金なるものは如何なる性質の金であらうかと考へて

（中略）その由来を調査せしめたところ、これこそ天明・寛政・
ママ

年間

に於ける幕府の老中松平越中守定信、即ち楽翁公の善政の余沢である

ことを明かにした（48）。

数多の企業設立や社会事業に携わった渋沢が、定信に葵傾したことは、

定信の事績を人びとにあらためて思い起こさせ、ひろめるだけの影響力を

もったと考えられる。幸次郎とは、明治財政史編纂会、臨時水害救済会、

東北九州災害救済会、渡米実業団、工業改良協会、聯合国傷病兵罹災者慰

問会、東洋製鉄株式会社など、多くの交流が確認できる（49）。久原房之助
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の場合も、東洋製鉄株式会社や東北九州災害救済会で接点がある（50）。

ただし、注意しなければならないのは、先の引用部分に示されているよ

うに、渋沢が特に関心をもったのは同じ定信の事績のうちでも七分積金の

方であり、「共楽」に関しては、多くを語っていない、ということだ。

　�　城南の沼沢地を修めて湖をつくり、之を関の湖または南湖と呼びて、

魚介の養殖地となし、兼ねて軍船操縦の練習場となすと共に、その沿

岸に十五の名勝を設け、共楽亭と号する小亭を建てゝ、士民とその楽

みを共にせられたり。今、南湖公園と称するは即ちこの処（後略）（51）

　

『楽翁公伝』で「共楽」について言及されているのは、この一節だけで

ある。ただし、書き方としては、大事なことをおさえている。「士民とそ

の楽みを共にせられたり」の、「士民」というところだ。『孟子』由来の通

念的な「偕楽」では、「民とともに」や「衆とともに」であって、「士民と

ともに」、とは書かない。『楽翁公伝』の記述は、林述斎の「白河城外南湖

詩二十韻」に出てくる「偕楽士民に及ぶ（52）」に拠ったと思われる。『楽翁

公伝』は定信を主語にして、定信が士民と、という意味になっているが、「は

じめに」でもふれたように、定信の「共楽」は君主と民と、だけではなく、

そこに居合わせた士と民、いわば人びと同士が共にすることを理念として

いた。述斎の「偕楽士民に及ぶ」は、士民すなわち人びと同士がともにた

のしむ、ということを意味しているのだ。

また、「軍船操縦の練習場」は、岡本茲奘の『感徳録』を参照しただろ

うことも推察できる。岡本は軍船とは書かなかったが、土地柄、家臣たち

が船の扱いに不慣れであることを定信が問題とし、南湖で操縦の練習をさ

せ、修得させたところ、海岸警備の台命があったとしているのである。そ

して岡本も述斎同様、「士民と共ニ楽しみ給ふ御盛慮もて御亭樹を経営せ

られ（53）」と、定信が“士民と共に楽しむ”、意図をもっていた、と記して

いる。
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述斎は定信が老中首座として幕府の寛政改革をおこなっていた際のブレー

ンのひとり、白河藩士の岡本は、南湖のほか浴恩園など、定信がてがけた

空間を描き、記録として遺した人物である。どちらも定信の理念をよく理

解しうる立場にいた。

渋沢は、「共楽」の意義を理解したうえで、「士民」という表現を注意深

く史料のなかからすくい上げたのだろうか。公園となったのはこの南湖だ、

という一文が続いていることは興味深い。「公園布告」の発令前、正院へ

の伺書は大蔵大輔井上馨の名前で提出されているが、渋沢は井上の右腕と

言ってよく、「公園布告」発令時、井上も渋沢も大蔵省に在職中だった。

渋沢が「万人偕楽ノ地」という公園の定義を知らないはずはないが、「共楽」

についてこれ以上語らなかった。

「公園布告」の「偕楽」は水戸流の偕楽であり、白河流の「共楽」とは

異なるが、渋沢の解釈では「共楽」と「偕楽」の別はなく、公園につながっ

ている、ということを示すことが重要だったのだろう。

公園と美術館ならば、同様な公共的空間として、名称のヒントになる可

能性、そして渋沢との交流のなかで、「共楽」に思い至ることもあり得る。

ただし、『楽翁公伝』の刊行は1937年であるし、「共楽」という言葉も、定

信を引き合いにださなければたどりつけないほど特殊な言葉でもなかった。

「共楽美術館」の「共楽」が、渋沢経由で定信の「共楽」につながるかど

うかは、不明としかいいようがない（54）。

Ⅱ　美術館と「共楽」

「共楽美術館」という名称は、いざ英語に訳すとすると風変わりである（55）。

たとえばBirmingham�Museum�&�Art�GalleryやThe�Museum�of�Modern�

Artのように、美術館の所在地や所蔵品のカテゴリーを名前にしているわ

けではない。基本的に美術館は、収蔵・展示する作品を公共財として、一

般に公開し、不特定多数の来館者たちが鑑賞する。私設であろうと、共楽

でない美術館など、そもそもないと言えよう。美術館は、“ともにたのし
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む”場であろう。それにもかかわらず、“ともにたのしむ”美術館という名

前が与えられようとしたのである。

幸次郎は、モネに直接交渉し、絵を何点も購入したが、その際、次のよ

うにモネに話したという。

　�日本の画学生にはパリに来たくても来られない貧乏人がたくさんある。

僕は絵のやうな面倒なものはほんとはあまり好かない。しかし日本の

公衆にほんとのフランスの美術を見せたいと思ふ。あなた（モネのこ

と−引用者）のやうに迫害を堪へ忍んで一派をたてたほんたうのフラ

ンス芸術を紹介したい（56）。

公衆に“本物”を見せたい、これが「共楽」につながる幸次郎の思いで

あろう。

しかし、如何なる経緯があるのか、英文でなされた語釈は「共楽」と意

味がずれている。

　�“Kyoraku�Bijutsu�Kwan．”This� inscription，which�means� “sheer�

pleasure�fine�arts�pavilion”，on�a�great�board�placed�on�a�hill�in�the�

City�of�Tokio，marks�the�site�of�perhaps�the�most�princely�gift� in�

the�history�of�modern�art.（57）

幸次郎が絵の蒐集をしていた当時、1921年10月6日付のThe?Timesの

記事である。これが、幸次郎の美術館について国外で紹介された最も早

いものとされている（58）。sheer�pleasure�fine�arts�pavilionと、固有名詞

扱いではなく、すべて小文字で書かれており、Kyoraku�Bijutsu?Kwanが

意味する内容を語釈している。この後、欧米の建築雑誌などでは、Sheer�

Pleasure�Arts�Pavilionといったように、sheerを用いた表現が固有名詞と

して紹介されているが（59）、そもそもは、名称ではなかった可能性が高い。
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このsheer?pleasureというフレーズが幸次郎の口から出たのか、あるい

は書いたのか、それとも記事を書いた記者がそう解釈したのか、はっきり

しない。だが、幸次郎はエール大学で法学の博士号を取得している。文化

も歴史も異なる相手にたとえ説明が少々厄介だったとしても、「共楽」を

言い表す英語力を彼がもちあわせていなかったとは思えない。

“ともにする”ならばshareであろうから、shareとsheerが取り違えら

れたのではないかという指摘もある（60）。幸次郎は、美術館という公共空

間をもっていなかった日本という国の住人にむかって、共楽美術館という

名称によって、共に楽しむ、共楽する、ということを伝えようとしたのだ

ろう。しかし、すでに美術館が存在し、時間と場所を共有して作品を楽

しむ経験をしていた欧米の人びとにとっては、わざわざ、共にするshare

を名称に用いる、という発想が理解しづらく、それがshareをsheerに変

換してしまった、ということはあり得るかもしれない。ただし、shareと

sheerとは、そもそも聞き間違えられるほど似通った発音ではないし、も

し原案がsharing�pleasureやshared�pleasureであればなおさらsheerと取

り違えられる余地はない。

上のThe?Timesの記事は、A�PEACE-LOVING�PEOPLE．との小見出

しで、幸次郎が美術館をつくる目的について、芸術を愛する人びとや芸術

を学ぶ学生たちに作品を見せるほかに、以下のようなものがあると報じた。

　�Another，and�not�less�interesting，motive�in�the�desire�to�show�to�

the�world�that�the�Japanese�are�not�at�heart�militaristic，but�that，

on�the�country，their�most�cherished�tradition� is� their� love�of�art�

and�the�peace�which�presupposes�art.（61）

日本国民が本質的に軍国主義的であるわけではないことを世界にアピー

ルしたいと強く思っていると、幸次郎自身が表明した史料が知られている

わけではない（62）。あくまで、この記事を書いた記者の分析である。
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しかし、こうした解釈があれば、sheer�pleasure�fine�arts�pavilionとい

う語釈もあり得るだろう。幸次郎の美術館構想には、日本人が芸術を敬愛

していることをことさらにアピールする意図がこめられているとみなすと、

名称にもそれが反映されているかのようなバイアスがかかり、「共楽」か

らは直接的にはでてきそうもないsheerに変換されたのかもしれない。

ただ、幸次郎本人が、少なくとも最初から、美術館を世界に向かって

日本国民が軍国主義的ではないことをアピールする意図でつくろうとし

ていたかどうかを問うことは、じつはあまり意味がない。The?Timesに

そのような分析が掲載された、ということが重要なのだ。この1921年は、

The TimesがまだNorthcliffe（Alfred�Charles�William�Harmsworth,�1st�

Viscount�Northcliffe）に経営権を握られていた時期であり、その間の紙面

については批判もあるようだが、有力紙として影響力があったことは確か

であろう。かりに記事の解釈のような意図を幸次郎が抱いていなかったと

しても、それをあえて否定する必要がなければ、報道されたことを利用す

る、そのぐらいのことは、幸次郎ならばあり得ると思われる。幸次郎につ

いて、次のようなエピソードを岡田啓介が語っている。

　�松方は、思いきったいたずらをする男で、神戸にある川崎造船所の構

内に海軍の監督官の事務所がある。そこからドックへゆくのに広い道

路を横切らなければならないが、雨の日はひどくぬかるむ。それで海

軍の監督官が、道を横切る地下道をつくってくれ、といって申し入れ

をした。（中略）相手が大得意の海軍のことだからしかたがない。注

文通り地下道をつくった。つくってから松方は、よせばいいのに「海

馬路」という名をこの道につけ、額にして入口にかけた。海馬という

ものは、海の上からくぐり、また海の上に出る。地上からくぐってま

た地上に出るんだから「海馬路」だ、という説明なんだが、どうも松

方の思いつきはそうではなかったらしい。実のところ「海軍の馬鹿野

郎の通る路」だというつもりだったようで、松方は、その額をかけて
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おいて内心悦にいっていたんだ。そんなことは、いくらうとい者でも

しまいには感づくもので、馬鹿にしておる、といって憤慨するのが海

軍にいた（63）。

この場合は、結局は本心をさとられたわけだが、相手に思い込みをさせ

ているあいだに鬱憤を晴らしている。The?Timesの記事の場合も、思い

込みかもしれないことを利用したのではないか。

記事（1921年10月6日）が出て約1ヶ月後の11月2日、幸次郎主催の晩餐

会がロンドンで開かれた。吉田茂は、この席で、駐英大使林権助が幸次郎

にかけた、次のような言葉をきいたと回想している。

　�金のあるうちにせめてフランス美術品を買っておけ。これが君が国家

にご奉公する唯一の途だ（64）。

この晩餐会から30年後、サンフランシスコ平和会議に首席全権として出

席した吉田が、フランスの外相に交渉したことで、フランスに接収されて

いた松方コレクションの返還が決まったのであるから、吉田が林のこのせ

りふを聞いていたというのは、なかなか面白い話である。

幸次郎が絵を購入しはじめたのは1916年ごろ、この1921年にはモネから

も購入し、フランスの美術品はすでにコレクションに含まれていた。

ただ、状況としては、第一次世界大戦後の不況であり、さらにこの晩餐

会のすぐ後の11月12日からはじまったワシントン会議で軍備制限が決まり、

川崎造船所が製造中だった軍艦の作業が中止になるなど、幸次郎にとって

時代は追い風とは言えなくなる。金融恐慌にも見舞われ、「金のあるうちに」

は、冗談ではすまなくなっていく。幸次郎が辞任においこまれるほど川崎

造船所の経営が悪化するとまでは予測できなかったかもしれないが、林な

りの方法で幸次郎に先行きにくぎをさしたのかもしれない。

ならば「ご奉公」とはどういうことなのか。十数年後、林がこんなこと
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を語っている。

　�一九三五年に開かるべき海軍勢力の再吟味の会議については、日本国

民としてもよく考へておかねばならん。（中略）『均等の勢力を日本に

持たしては、日本は支那を今日以上に勝手にしてしまふ』といふ懸念

が英米にあるんだと思はれるよ。『支那を日本の属国にする』といふ

やうな、事大的な考へを日本の政府も国民も軍部も、つゆ更もつてゐ

ないといふ事が明瞭になれば、軍縮の相談も、日本の理論のとほりに

纏まるものとわたしは信じてゐる（65）。

1921年から22年にかけておこなわれたワシントン会議で締結されたワシ

ントン海軍軍備制限条約の有効期間満了のため、1930年にロンドン軍縮会

議が行われたが、締結された海軍軍備制限条約の見直しをはかる会議がふ

たたび1935年1月下旬からロンドンで開催されることなっていた。

中国に対して侵略の野望をもっていないことをアピールすることが、日

本の立場をよくする、という考え方はつまり、The?Timesの記事にある

ような、美術館をつくることで日本国民が本質的には軍国主義的でない、

とアピールする、ということとよく似ている。こうした考えが晩餐会で幸

次郎にかけた言葉の根底にあるとすれば、時期を考えるとThe?Timesの

記事をふまえて、美術品の蒐集でせいぜいアピールしろ、それが国のため

になる、そういう意味になる。

得意先である海軍の面々を平然と虚仮にする幸次郎と「好んで奇矯な言

行をなす人だったが、その諧謔のうちに真理と烈々たる愛国の至誠の見る

べきものあるを常とした（66）」林、「竹馬の友で爾汝の間柄（67）」のふたりは、

The?Timesの記事に便乗したのではあるまいか。

翌1922年、株主総会で幸次郎は以下のように発言している。購入してい

た浮世絵が、会社の所蔵かと質問された際の答弁である。
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＊�日本のような東洋の一小島国が世界に紹介されたのは一に浮世絵の賜

物なのです。（中略）日本の浮世絵が外国にあって、本家の日本にな

いことを、私は国辱と感じました。

＊�私が英国におった時、フランスのViver氏が浮世絵のコレクションを

持っていることを聞いたので、ロンドンから「どうか譲って貰いたい

……日本に持って帰りたい」と懇請したところ、譲ってくれたのです。

これは日本国民として、当然なすべきことだと思いましたので、何を

置いてもと、やったのです。

＊私は日本に対する義務を果したと信じています（68）。

「国辱」や「日本国民として」「日本に対する義務」といった表現は、林

の「国家にご奉公する」を想起させる。芸術を敬愛することは、林の考え

方やThe?Timesの分析では、世界に向かってのアピールだが、日本芸術

のひとつである浮世絵についてのこの発言は、国内にむかってのアピール

である。浮世絵については、幸次郎がロンドンで絵を購入する際に同伴し

ていた美術商山中商会ロンドン支店長岡田友次が、次のように当時を振り

返った証言もある。

　�「フランス画壇で重きをなしている人のうち、浮世絵の影響を受けて、

画風が一変した人が少なくない」と聞いて、「日本国民のために浮世

絵を買い戻す」との決心を私に打ち明け、一切の交渉を私に依頼した（69）。

浮世絵が日本を世界に紹介した、浮世絵がフランスの画壇に大きな影響

を与えた、それは芸術で世界に伍することができる、ということである。

その浮世絵を「日本国民のために」買い戻すことは、浮世絵のそうした意

義を日本国民に知らせたい、理解を深めたい、作品自体はもちろん、そう

した国際的な評価があることを国民で共有したい、それが「共楽」につな

がるのだろう。The?Timesの表現をかりれば、本来、日本人は軍国主義
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的ではないはずだということを国内にむけてアピールしたことになってい

る、と言えば、うがち過ぎだろうか。

なお、付け加えておけば、幸次郎が初代社長を務めた（1896-1928）川

崎造船所があった神戸では、1914年、新開地に「聚楽館」という劇場がつ

くられた。

　�壁には太閤秀吉が愛用したといわれる桐の紋である太閤桐を用いるな

ど、秀吉が栄華をつくした京都の聚楽第から名をとった劇場にふさわ

しい豪華さをそなえていた（70）。

聚楽第の「聚楽」の由来ははっきりしないが、「誠に長生不老のたのし

びをあつむるものか（71）」という記述が見られるように、楽を聚める、な

のだろう。ただし、「聚」には、たくわえる意味だけでなく、集う、の語

義もある。劇場の名称にふさわしいと言えるだろう。

また、「聚」は「衆」でもあり、そこから「共に」、という語義もある。

聚楽第は万人に公開されたわけではなく、白河流の「共楽」や、「共楽美

術館」の「共楽」と異質なものであることは明白であるが、幸次郎が「共楽」

という言葉に思い至る、なにがしかの影響を与えた可能性はある。幸次郎

は美術館を、神戸、もしくは神戸と東京に建設するつもりであった、とい

う（72）。「聚楽」と「共楽」、劇場と美術館、幸次郎なりの、新時代の都市

としての神戸のイメージがあったのかもしれない。

おわりに　

「共楽美術館」はしかし、実現しなかった。美術館としては、国民美術

協会の美術館建設運動の結果、1926年に公立の東京府美術館ができたが、

戦中の1930年代40年代、頻繁に開催された戦争美術展覧会の会場に、幾度

となくなっている（73）。協会が掲げる理想の事業のひとつが「我国現代作
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家の代表的製作を蒐集陳列して広く公衆に紹介すると同時に、完全なる美

術館の建設を図る事（74）」だったことからすれば、大いに皮肉なことである。

協会は「広く芸術全般の運命に関する大問題を解決し、広く芸術家共通の

利益を保護し、社会に於ける芸術の功徳を普及（75）」するために設立され

たはずだった。芸術が（戦争画が芸術か否か、という論争はあるが、いま

は立ち入らない）、そして芸術をともにたのしむはずの場が、戦争をする

国家の道具になったことは間違いがない。

しかし一方、「偕楽」に関しては、1943年、200万～300万という人びと

が目にすることとなった（76）。内閣情報部（のちに内閣情報局）が編集・

刊行した『写真週報』に掲載された「大東亜共同宣言」のなかの文言、「抑々

世界各国が各々其の所を得、相倚り相扶けて万邦共栄の楽を偕にするは世

界平和確立の根本要義なり（77）」である。言うまでもなく、この欺瞞に満

ちた大東亜共同宣言が使用した「偕楽」が意味するものは、それ以外に使

われたいかなる「偕楽」とも――少なくとも本稿で紹介したいかなる「偕

楽」とも――、幸次郎の「共楽」とも、まったく別のものだ。しかし、「共

楽」と「偕楽」は明治以降、そのつかいかたに明確な区別があるわけでは

なかった。敗戦後、松方コレクションのうち、フランスの接収分が寄贈返

還され、収蔵する美術館をつくるに際して、「共楽」を名乗らなかったのは、

そうしたことを意識したかどうかは不明だが、とるべき選択だったと言え

よう。

なお、白河流の「共楽」は、理念としては、「民利」を媒介にして、共

楽の場に集う人びとを結びつけるものだった（78）。そうした、人びとのつ

ながり、という点でいえば、現代に遺る日立の「共楽館」が、その可能性

を育てている。改修されて日立武道館として利用され、文化遺産にも登録

されているが、劇場としての復活を望む声もあり、2017年に竣工100年を

迎え、これからの活用などを問う活動が続けられている。共楽館という場

をめぐる模索のなかで、つながりができていく、そこに、現代の「共楽」

が実現していく、ということだろう。
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